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2022年 9月 8日 

大同学園新型コロナウイルス対策本部 

大同大学新型コロナウイルス対策本部 

2022年度後期 大同大学感染防止対策 

項目 文科省 対応ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ※1 
文科省 衛生管理ﾏﾆｭｱﾙ※2 

文科省 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策の基本的対処方針※3 

○感染防止対策 

●【大学】の施策(遵守事項と周知方法等) 

三

密

回

避

対

策  

密閉回避 

○施設の換気を適切に行うこと ○換気は､気候上可能な限り常時､困難な場合はこまめに(30 分に 1 回以上､数分間程度､

窓を全開する)､2方向の窓を同時に開けて行う 

○換気扇等の換気設備がある場合は常時運転とする｡換気設備の換気能力を確認するこ

とも必要です｡学校の換気設備だけでは人数に必要な換気能力には足りず､窓開け等に

よる自然換気と併用が必要な場合が多いことに留意する｡なお､換気扇のﾌｧﾝ等が汚れ

ていると効率的な換気が行えないことから､清掃を行うようにする 

○30分程度に 1回､2方向の窓･扉を同時に 10分程度開放する｡気温や天候等により、窓

の開放が難しい場合は､扉を常に開放するなどして､空気の循環を行う 

○ﾄﾞｱ･ｽﾄｯﾊﾟｰを配付する 

●ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ､ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ､ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ､各種掲示､｢2022 年度後期授業の実施について｣(教務部

発信文書)等(以下｢ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等｣と略記｡)で学生･教職員に周知する 

密集回避 

○十分な対人距離の確保を促進 ○可能な限り身体的距離を確保 

○ﾚﾍﾞﾙ 1&2 の地域:1m を目安とする｡確保できない場合には､換気を行う､ﾏｽｸを着用する

などを併用する 

○ﾚﾍﾞﾙ 3 の地域:可能な限り 2m(最低 1m)確保する 

○遠隔授業の実施等により学生の登校を分散させる 

○人との間隔は可能な限り空ける 

○次の密集回避策を実施する 

 ①教室:学生は試験配置で着席｡最前列の座席は着席させない､飛沫防止のため学生か

ら 2m以上距離をとり話す 

 ②食堂､学生ﾎｰﾙ､図書館:座席の間引き 

 ③体育館､学生相談室:名簿による利用人数制限･時差利用 

 ④事務窓口:整列位置の明示 

 ⑤ｴﾚﾍﾞｰﾀ利用:同時乗車人数を 4名程度に制限 

【授業担当教員】 

○対面の場合は座席表を作成する 

●ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で学生･教職員に周知する 

密接回避 

 
○身体的距離が十分とれないときはﾏｽｸを着用する｡ただし､学校教育活動の態様や児童

生徒等の様子などを踏まえ､ﾏｽｸを外すなど臨機応変に対応する 

○常時ﾏｽｸを着用する｡ただし､教育活動の態様や学生の様子などを踏まえ､ﾏｽｸを外すな

ど臨機応変に対応する 

○事務窓口､食堂､学生ﾎｰﾙに､ﾋﾞﾆﾙｶｰﾃﾝやﾌﾟﾗ段等設置する 

●常時ﾏｽｸを着用することについてﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で学生･教職員に周知する 

基

本

的

な

感

染

症

対

策 

感

染

源

対

策 
登校時の健

康状態の把

握と対応 

 
○発熱等の風邪の症状がある場合には､児童生徒等も教職員も､自宅で休養することを

徹底 

○登校時､児童生徒等の検温結果及び健康状態を把握する 

○発熱等の症状がある学生等が登校を控えるよう周知徹底 

○次の症状がひとつでもみられる者については､自宅等で静養する 

 ① 風邪症状がある(発熱､鼻水､鼻詰まり､頭痛､咳､喉の痛みなど) 

 ② だるさ(倦怠感)や筋肉痛､息苦しさ(呼吸困難)がある 

 ③ 味覚･嗅覚障害が生じている 

○原則､出校･出勤前に各自で検温する｡平熱からﾌﾟﾗｽ 1度以上の場合､自宅等で静養する 

○授業では､次のとおりとする 

 ･授業開始時に授業担当教員から学生の健康状態を確認する｡体調が優れない学生には

保健室へ行くよう指導する 

●ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で学生･教職員に周知する｡また感染者が発生した場合､その都度ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ

で注意喚起する 

登校時に発

熱等の風邪

の症状が見

られた場合 

 ○発熱等の風邪の症状がみられる場合には､当該児童生徒等を安全に帰宅させ､症状が

なくなるまでは自宅で休養するよう指導 

○発熱等の症状がある学生等は速やかに帰宅させる 

○直ちに帰宅させる ※学生の場合は必要に応じて保護者に連絡 

○報告書を提出する ※学生の場合は必要に応じて現在の状況等を電話にてﾋｱﾘﾝｸﾞし報

告書を作成 

感

染

経

路

対

策 

手洗い･手

指消毒の徹

底 

○水と石鹸による手洗いの徹底 ○外から教室等に入る時やﾄｲﾚの後､咳やくしゃみ､鼻をかんだ時､ 共有のものを触った

とき､昼食の前後など､こまめに手を洗うことが重要｡手洗いは 30 秒程度かけて､水と

石けんで丁寧に洗う･手指衛生は石けんと流水での手洗いを基本とし､手洗いが困難

な場合は､ｱﾙｺｰﾙ 70%以上(入手困難な場合は 60%以上)を使用する｡ 

○手洗い･手指消毒を行う 

○授業では､次のとおりとする 

 ･実習等､器具などを使った授業を実施する場合は､事前に手洗い･手指消毒を徹底させ

る 

 ･授業終了の際､手洗い･手指消毒を指導する 

●ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で学生･教職員に衛生管理内容を周知する 
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咳ｴﾁｹｯﾄ 

 ○咳･くしゃみをする際､ﾏｽｸやﾃｨｯｼｭ･ﾊﾝｶﾁ､袖､肘の内側などを使って､口や鼻をおさえ

る 

 

○咳ｴﾁｹｯﾄを遵守する 

 ※咳･くしゃみをする際､ﾏｽｸやﾃｨｯｼｭ･ﾊﾝｶﾁ､袖､肘の内側などを使って､口や鼻をおさえ

る 

●ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で学生･教職員に周知する 

ﾏｽｸ 

○学生や教職員にﾏｽｸの着用を促す ○身体的距離が十分とれないときはﾏｽｸを着用する 

 ※十分な身体的距離が確保できる場合ﾏｽｸ着用不要 

○体育の授業におけるﾏｽｸの着用については必要ありません｡ただし､十分な身体的距離

がとれない状況で､十分な呼吸ができなくなるﾘｽｸや熱中症になるﾘｽｸがない場合には､

ﾏｽｸを着用する 

○運動部活動でのﾏｽｸの着用については､体育の授業における取扱いに準じる 

○ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞやﾏｳｽｼｰﾙﾄﾞは､密閉度も不十分であり､ﾏｽｸに比べ効果が弱いことに留意す

る 

〇ﾏｽｸの素材等によってﾏｽｸの効果には違いが生まれる｡一般的なﾏｽｸでは､不織布ﾏｽｸが

最も高い効果を持ち､次に布ﾏｽｸ､その次にｳﾚﾀﾝﾏｽｸの順に効果があるとされている 

○常時ﾏｽｸ着用する(各自準備) ※ﾏｽｸを紛失等した学生には､予備ﾏｽｸを渡す(学生室･保

健室で対応) 

○授業では､次のとおりとする 

 ･教員は､ﾏｽｸを着用する｡音響設備がある教室等では､ﾏｲｸを利用する 

 ･授業開始時に学生のﾏｽｸ着用を確認する｡ﾏｽｸをしていない学生がいる場合は学生室･

保健室に行くよう指導する 

○次の場合については､感染ﾘｽｸを避ける対策を講じることを条件にﾏｽｸ着用を不要とす

る｡ただし､十分な身体的距離がとれない状況で､十分な呼吸ができなくなるﾘｽｸや熱

中症になるﾘｽｸがない場合には､ﾏｽｸを着用する 

 ･｢健康科学演習｣(体育実技) ･運動部系ｸﾗﾌﾞ活動 ･学生部に相談の上特別に許可され

たとき 

○教職員の希望者にﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞを配付 

○不織布ﾏｽｸ着用を推奨する 
【教職員】 

○ﾏｽｸ未着用や顎ﾏｽｸ､鼻だしﾏｽｸ学生､またその他感染防止対策に協力しない学生を注

意･指導する 

 

●ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で学生･教職員に周知する 

消毒 

○施設設備(ﾄﾞｱﾉﾌﾞ･ｴﾚﾍﾞｰﾀﾎﾞﾀﾝ等

の人が頻繁に触れる箇所)の消毒

を実施 

○入口･施設内に消毒設備を設置 

○手指用の消毒液は､流水での手洗いができない際に､補助的に用いられるものであり､

基本的には流水と石けんでの手洗いを指導する 

○机､椅子は､特別な消毒作業は不要 

○大勢がよく手を触れる箇所(ﾄﾞｱﾉﾌﾞ､手すり､ｽｲｯﾁなど)は1日に1回程度消毒(手洗いが

適切に行われている場合には､これらの作業を省略することも可能) 

○ﾄｲﾚや洗面所は､通常の清掃活動の範囲で清掃し､特別な消毒作業は不要 

○器具･用具や清掃道具など共用する物については､使用の都度消毒を行うのではなく､

使用前後に手洗いを行うよう指導 

○感染者が発生した場合の消毒について､保健所及び学校薬剤師等と連携して消毒を行

うが､必ずしも専門業者を入れて施設全体を行う必要はなく､当該感染者が活動した範

囲を特定して汚染が想定される物品(当該感染者が高頻度で触った物品)を消毒用ｴﾀﾉｰ

ﾙ､0.05%の次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ消毒液又は遊離塩素濃度25ppm(25mg/L)以上の亜塩素酸水

消毒液により消毒 

○物の表面の消毒には､消毒用ｴﾀﾉｰﾙ､家庭用洗剤(新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽに対する有効性が認めら

れた界面活性剤を含むもの)0.05%の次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ消毒液､一定の条件を満たした次

亜塩素酸水や亜塩素酸水を使用する 

○物の表面についたｳｲﾙｽの生存期間は､24時間～72時間くらいのこともあると言われて

おり､消毒できていない箇所は生存期間を考慮して一時的に立ち入り禁止とするなど

の処置も考えられる 

 

○次の施設設備について､清掃業者による拭き上げ消毒を実施する｡ 

①週 5日:食堂､学生ﾎｰﾙ 

②週 2日:ﾄﾞｱﾉﾌﾞ､ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎﾞﾀﾝ､自販機ﾎﾞﾀﾝ､階段の手摺等 

○手指消毒用ﾎﾟﾝﾌﾟを次のとおり設置する  

 ①各棟出入り口 

 ②共有施設(教室､PC演習室､食堂､学生ﾎｰﾙ､廊下等) 

 ③研究室､実験･実習室等は希望者に配付 

 ④その他､必要に応じて設置 

○施設設備等に応じて利用者が自ら設備の消毒を実施する｡教室及び PC演習室の机等の

消毒については､消毒液とｳｴｽを配備する 

○感染者が発生した場合の消毒は､必要に応じて実施する 

【教職員】 

○会議で使用するﾏｲｸは消毒を実施する 

抵抗力を高める 

 ○身体全体の抵抗力を高めるため､｢十分な睡眠｣､｢適度な運動｣及び｢ﾊﾞﾗﾝｽの取れた食

事｣を心がける｡また､予防接種も新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の発症や重症化の予防等の効果

が期待される 

○身体全体の抵抗力を高めるため､｢十分な睡眠｣､｢適度な運動｣及び｢ﾊﾞﾗﾝｽの取れた食

事｣を心がける 

○新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の発症を予防し､死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと

を目的として､ﾜｸﾁﾝ接種を受けることを推奨する 

 

●ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で学生･教職員に周知する 
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特

定

対

策 

通学時間の配慮 

○通勤時間帯の回避 ○登下校時間帯を分散させる 

○できるだけ乗客が少ない時間帯に利用できるようにする 

○公共交通機関はできるだけ乗客が少ない時間帯に利用する 

○【教職員】公共交通機関利用者は､時差出勤を可とする(在宅勤務も可とする) 

●ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で学生･教職員に周知する 

健康診断 

 ○三つの条件(密閉､密集､密接)が同時に重ならないよう､日程を分けて実施するなどの

工夫の他､例えば､以下のようなことが考えられる 

･児童生徒等及び健康診断に関わる教職員全員が､事前の手洗いや咳 ｴﾁｹｯﾄ等を徹底す

る 

･部屋の適切な換気に努める 

･密集しないよう､部屋には一度に多くの人数を入れないようにし､整列させる際にはで

きるだけ 2m 程度(最低 1m)の間隔をあける 

･会話や発声を控えるよう児童生徒等に徹底する 

･検査に必要な器具等を適切に消毒 

○基本的感染症対策を講じた上で､三つの条件(密閉､密集､密接)が同時に重ならないよ

う日程を分けて実施する 

●ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で学生･教職員に周知する 

修学旅行等にお

ける感染症対策 

 ○一般社団法人日本旅行業協会等が作成した｢旅行関連業における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対応ｶﾞｲ

ﾄﾞﾗｲﾝに基づく国内修学旅行の手引き｣等を参考に､旅行事業者等と連携して､それぞ

れの実情に応じて行う 

○その他､遠足･集団宿泊的行事､旅行･集団宿泊的行事を実施するに当たっても､上記手

引きを参考にする 

○新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ合宿等､｢旅行関連業における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対応ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づく国

内修学旅行の手引き｣等を参考にしつつ､旅行事業者等と連携して､本学の実情に応じ

た検討を行う 

行事･ｲﾍﾞﾝﾄ 

○｢新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策の基本

的対処方針｣が示す基準を参照する

ほか､都道府県等による要請がある

場合には､その趣旨等も十分に踏ま

えながら､実施の可否等について慎

重に検討する 

 ○｢新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策の基本的対処方針｣が示す基準を参照するほか､都道府県等

による要請がある場合には､その趣旨等も十分に踏まえ､実施の可否等について新型ｺ

ﾛﾅｳｲﾙｽ対策会議において検討する 

体育施設 

○ｽﾎﾟｰﾂ庁において策定している

｢社会体育施設の再開に向けた感

染拡大予防ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣も参照しな

がら､感染拡大の防止の観点に十

分配慮する 

○体育館など屋内は､こまめな換気や､手洗い､消毒液の使用(消毒液の設置､生徒が手を

触れる箇所の消毒)を徹底する 

○こまめな換気や､手洗い､消毒液の使用を徹底する 

●ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で学生･教職員に周知する 

実験施設･設備 

○利用は最低限に留めﾃﾞｰﾀ解析等

は在宅で行う 

○｢三つの密｣を避けるための運転

計画､施設利用ｽｹｼﾞｭｰﾙを構築す

る(施設内の密を避けつつ､短時

間の実験を継続する等) 

○複数の者が触れる場所を必要に

応じ消毒する 

○ﾏｽｸ･ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞの着用､遮蔽措置

を行う 

○できるだけ個人の教材教具を使用し､児童生徒同士の貸し借りはしない｡ 

○器具や用具を共用で使用する場合は､使用前後の手洗いを行わせる 

○三密状態を避けるための運転計画や施設利用ｽｹｼﾞｭｰﾙを構築する 

○複数の者が触れる場所を必要に応じ消毒する 

●ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で学生･教職員に周知する 

ｽｸｰﾙﾊﾞｽ 

 ○定期的に窓を開け換気を行う 

○乗車前に家庭において検温し､発熱が認められる者は乗車を見合わせる 

○過密乗車を避ける 

○利用者の座席を離し､それが難しい場合は､会話を控えることやﾏｽｸの着用について徹

底する 

○利用者に手洗いや咳ｴﾁｹｯﾄ等を徹底する 

○多くの利用者が触れるﾄﾞｱﾉﾌﾞ等を消毒する 

○ｽｸｰﾙﾊﾞｽの利用に係る注意事項を次のとおり定める 

･出校･出勤前に各自で検温 

･乗車時に手指消毒 

･密にならない着席 

･車内の消毒･清掃は利用者が行う 

･ﾏｽｸ着用 

･大声での会話は避ける 

･停車時に窓を開放する等による車内換気 

･飲食する場合は黙飲食を実施する 

○座席表を作成する 

●申請時に学生･教職員へ周知する 
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課外活動 

○施設の短時間利用とする 

○一斉利用しない 

○活動場所については､可能な限り屋外で実施することが望ましい｡ただし気温が高い

日などは､熱中症に注意する｡体育館など屋内で実施する必要がある場合は､こまめな

換気や､手洗い､消毒液の使用(消毒液の設置､生徒が手を触れる箇所の消毒)を徹底す

る｡また､長時間の利用を避け､十分な身体的距離を確保できる少人数による利用とす

る｡特に､屋内において多数の生徒が集まり呼気が激しくなるような運動や大声を出

す活動等は絶対に避けること｡ 

○各競技団体が作成するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを踏まえること 

○部室等の利用は､短時間の利用とし一斉に利用することは避ける 

○練習試合や合同練習､合宿等の企画･実施に当たっては､地域の感染状況等を踏まえ､

部活動を担当する教師のみで行うのではなく､学校として責任をもって､大会等の参

加時と同様の感染拡大を防止するための対策を講じる｡ 

○大会やｺﾝｸｰﾙ等の参加に当たっては､学校として主催団体とともに責任をもって､大会

における競技､演技､演奏時等はもとより､会場への移動時や会食･宿泊時､会場での更

衣室や会議室等の利用時などにおいても､生徒､教師等の感染拡大防止対策を講じる 

○部活動､課外活動､学生寮における感染防止策､懇親会や飲み会等については､学生等

への注意喚起の徹底(緊急事態措置区域及び重点措置区域においては､部活動や課外

活動における感染ﾘｽｸの高い活動の制限又は自粛(ただし､ﾜｸﾁﾝ･検査ﾊﾟｯｹｰｼﾞ制度の適

用等により､部活動や課外活動における感染ﾘｽｸの高い活動について可能とする｡))を

要請する｡特に､発熱等の症状がある学生等が登校や活動参加を控えるよう周知徹底

を図る｡また､大学､高等学校等における軽症状者に対する抗原簡易ｷｯﾄ等の活用(部活

動､各種全国大会前での健康ﾁｪｯｸ等における活用を含む｡)を奨励する 

○学生の課外活動の実施は､感染防止対策､活動計画に係る学生からの申請に基づき学

生部長が許可する(緊急事態措置区域及び重点措置区域での活動は顧問･監督等教職

員の常時参加(管理)やﾜｸﾁﾝ･検査ﾊﾟｯｹｰｼﾞの適用等を義務付ける) 

○許可に当たっては､｢学校における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に関する衛生管理ﾏﾆｭｱﾙ※2｣及

び｢新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策の基本的対処方針※3｣を踏まえる 

【学生】 

○大学からの指示を遵守し､許可なく課外活動を行わない 

【ｸﾗﾌﾞ顧問】 

○学生に適切に指導する 

研究室･執務室

での活動 

○在宅勤務や交替勤務の推進 

○共用ﾈｯﾄﾜｰｸの活用 

○可能な限り他者との間隔を確保(おおむね 1～2m)し､会話の際は､できるだけ真正面を

避ける｡ 

○職員室内で十分なｽﾍﾟｰｽを確保できない場合は､空き教室を活用して職員が学校内で

分散勤務をすることも考えられる 

【事務室】 

○簡易的な飛沫感染防止策を実施する｡また事務室の分散を検討する 

【研究室(標準実験室等を含む)】 

○ﾏｽｸ着用､換気､黙飲食等の感染防止策を実施する 

【教職員】 

○ﾏｽｸ未着用や顎ﾏｽｸ､鼻だしﾏｽｸ学生､またその他感染防止対策に協力しない学生を注

意･指導する 

会議 

○ｵﾝﾗｲﾝ会議･打合せを最大限活用

する 

○職員会議等を行う際は､最少の人数にしぼること､換気をしつつ広い部屋で行うこと

など工夫する 

○全体で情報を共有する必要がある場合は､電子掲示版等を活用する 

○ｵﾝﾗｲﾝ会議ｼｽﾃﾑ等を活用すること 

【教職員】 

○換気対策を講じた上で､可能な限り広い部屋で行う 

○必要に応じて､ｵﾝﾗｲﾝ会議ｼｽﾃﾑ等を活用する 

○使用するﾏｲｸは消毒を実施する 

不特定多数の者

の入場制限等 

○構内に不特定多数の者が制限な

く出入りする状態を生まないた

めの措置を講じる(発熱や風邪症

状等の疑われる症状のある方の

入場制限や検温の積極的実施等) 

 ○学外者(取引業者を含む)について､発熱や風邪症状等の疑われる症状のある者の学内

入場を不可とする 

○大学施設の有償の外部貸出については､原則これを行わない 

○大学施設の無償の外部貸出については､必要に応じて新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策会議で検討す

る 

○学外者を学内に入場させる場合は､発熱や風邪症状等の疑われる症状のある者の学内

入場不可である旨を申し入れる 

●学外者の学内入場について､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや各棟出入り口にて周知する 

学生･教職員へ

の注意喚起 

○在籍する学生や教職員等に対し､

夜間も含め､三密場面が同時に重

なるような場所に行くなど､感染

拡大のﾘｽｸを高める行動により感

染を拡大させることのないよう､

正確な情報提供と適切な注意喚

起を行うこと 

○三密回避を遵守した｢新しい生活様式｣の徹底に向けた注意喚起 

 ⇒感染者の多い｢若年層｣､中でも感染ﾘｽｸの高い行動を取る対象者に向けた効果的な情

報発信｡感染拡大防止の主役として､高齢者等のみならず､自分自身のいのちを守ること

につながるというﾒｯｾｰｼﾞ 

○三密場面が同時に重なるような場所に行くなど､感染拡大のﾘｽｸを高める行動により

感染を拡大させることのないようﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で学生･教職員に注意喚起する 

○本学学生の感染事例等を踏まえて､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で注意喚起する 

○本人や同居する家族が罹患または罹患の疑いがある場合や濃厚接触者または濃厚接

触者に特定される疑いがある場合は大学に連絡することをﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で注意喚起す

る 

○本人や同居する家族が罹患または罹患の疑いがある場合や濃厚接触者または濃厚接

触者に特定される疑いがある場合は大学に連絡する 

○注意喚起全館放送を実施する 
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食事をとる場面 

 
○飛沫を飛ばさないような席の配置や､距離がとれなければ会話を控えるなどの対応を

工夫する｡食事後の歓談時には必ずﾏｽｸを着用する 

○黙飲食を実施する 

○BGM は流さない 

●ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で学生･教職員に周知する 

新しい生活様式 

○｢新しい生活様式｣も踏まえ必要

な措置をとること 

○｢新しい生活様式｣も踏まえ必要な措置をとること ○｢新しい生活様式｣を踏まえ､次の留意事項(｢新しい生活様式｣の一部を抜粋)を励行す

るようﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で学生･教職員に注意喚起する 

 ①会話をする際は可能な限り真正面を避ける 

 ②公共交通機関では会話はひかえめにする 

 ③帰省や、高齢者もしくは持病のあるような重症化ﾘｽｸの高い人と会う際には事前に検

査を行う 

 ④感染が流行している地域からの移動､感染が流行している地域への移動は控える 

 ⑤接触確認ｱﾌﾟﾘ(COCOA)を利用する  

 

出席停止等の取

扱い 

○臨時休業や出席停止の指示等を

行う場合においては､単位認定､

卒業及び課程の修了の認定又は

学位の授与等に関し､補講･追試

の実施やﾚﾎﾟｰﾄの活用による学修

評価等を通じて弾力的に対処す

ることで､学生の進学･就職等に

不利益が生じないように配慮す

る 

○新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症への対応として､児童生徒等に発熱等の風邪の症状がみられると

きに､出席停止の措置を取ります｡ 

○感染がまん延している地域においては､同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられる

ときにも､出席停止の措置を取ります 

○公認欠席等として取り扱う 

 ①濃厚接触者に特定された場合(公認欠席) 

 ②濃厚接触者に特定される疑いがあると大学から指示された場合(公認欠席) 

 ③発熱等の風邪症状がある場合(公認欠席) 

 ④新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝを接種した場合､またそれに伴う副反応で登校が困難な場合(公認

欠席) 

 ⑤上記以外は学長が判断する(準公認欠席) 

(注)感染者は本学規程により公認欠席となる 

【授業担当教員】 

○公認欠席等について適切に扱う 

●ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で学生･教職員に周知する 

臨時休業の判断 

 ○全部または一部の臨時休業を行う必要があるかどうかについては､設置者が､保健所

の調査や学校医の助言等を踏まえて検討し判断する 

○愛知県等の衛生主管部局と当該感染者の症状の有無､大学内における活動の態様､接

触者の多寡､地域における感染拡大の状況､感染経路の明否等を確認しつつ､これらの

点を総合的に考慮し､臨時休業の必要性について､愛知県等の衛生主管部局と十分相

談の上､実施の有無､規模及び期間について判断する 

心身状況の把

握､心のｹｱ 

 ○学校医と連携した健康相談等の実施やｶｳﾝｾﾗｰ等による心理面･福祉面からの支援な

ど､管理職のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟのもと､関係教職員がﾁｰﾑとして組織的に対応する 

○学校の管理職や設置者等は､教職員のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽにも十分配慮する 

○学校医と連携した健康相談等の実施やｶｳﾝｾﾗｰ等による心理面･福祉面からの支援を行

う 

○管理職や設置者等は､教職員のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽにも十分配慮する 

感染ﾘｽｸが高ま

る｢5つの場面｣

※4 

  ○感染ﾘｽｸが高まる｢5 つの場面(①飲酒を伴う懇親会等②大人数や長時間におよぶ飲食

③ﾏｽｸなしでの会話④狭い空間での共同生活⑤居場所の切り替わり)｣には特に気を付

ける 

※1:大学等における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症への対応ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(令和 2年 6月 5日)  

※2:学校における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に関する衛生管理ﾏﾆｭｱﾙ～｢学校の新しい生活様式｣～(2022.4.1 Ver.8) 

※3:新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策の基本的対処方針(令和 3年 11月 19 日)＜斜体＞ 

  ※4:｢感染ﾘｽｸが高まる｢5つの場面｣｣(第 12回新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策分科会(2020年 10月 23 日開催)資料から抜粋) 

                 

                                                               -以上- 


